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○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第３１号

次のとおり落札者等について公示します。 

令和３年２月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住
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所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①３１－１ ②プロジェクター ３５１台 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市浦和

区常盤６－４－４ ④令和２年１２月１６日 ⑤株式会社雄飛堂 代表取締役 中田弘明 さいたま

市大宮区東町１－５４ ⑥４３，０５０，１５０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１１月２日さいた

ま市公告（調達）第８４号

①３１－２ ②さいたま市役所本庁舎で使用するガス ４３９，１５８㎥ ③さいたま市財政局契約

管理部調達課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年１２月１６日 ⑤ＥＮＥＯＳ株式会社

リソーシズ＆パワーカンパニー電気ガス販売部 リソーシズ＆パワーカンパニー電気ガス販売部長 

靍能治 東京都千代田区大手町１－１－２ ⑥３４，７８８，２０４円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２

年１１月２日さいたま市公告（調達）第８５号

①３１－３ ②さいたま市立武蔵浦和保育園外５５園で使用する電気 ２，８５４，０７５キロワッ

ト時 ③さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和２年

１２月１１日 ⑤株式会社エネット 代表取締役 川越祐司 東京都港区芝公園２－６－３ ⑥６７，

０６３，５１５円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１０月１５日さいたま市公告（調達）第８１号 

①３１－４ ②さいたま市期日前・不在者投票及び当日投票受付システム運用支援業務（市長） 一

式 ③さいたま市選挙管理委員会事務局選挙課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和３年１月

２２日 ⑤日本電気株式会社関東甲信越支社 支社長 高見公三 さいたま市大宮区桜木町１－１０

－１７ シーノ大宮サウスウイング８階 ⑥３６，０８０，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第

１号該当 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第２７３号 

同報系防災行政無線設備保守点検業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

   同報系防災行政無線設備保守点検業務 

⑵ 履行場所 

  さいたま市大宮区天沼町１―８９３外 

⑶ 業務概要 
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 同報系防災行政無線設備の正常な機能の維持を図るため精密点検及び通常点検を実施するとと

もに、故障等異常が発生した場合の迅速な対応、処置を行う。 

⑷ 履行期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「通信設備保守点検」で登載され、

引き続き同業務で、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者である

こと。 

 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

 イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去２年間で、国又は地方公共団体の同報系防災行政無線設備に係る保守点検業務契約を締結

し、かつ、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課 

   担当 防災対策係 電話 ０４８（８２９）１１２７ 

⑵ 交付期間 

   本入札の告示日から令和３年３月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３

年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

  ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

  イ 入札説明書に定める書類 
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 ⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

 ⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

  確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

  ３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

   令和３年３月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ⑶ その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 業務委託仕様書の貸出 

業務委託仕様書貸出申請書に必要事項を記載し、貸出場所に提出すること。 

⑴ 貸出場所 

３⑴に同じ 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

 ⑵ 入札参加資格者の確認 

  ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 ⑶ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午前１０時００分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所消防庁舎３階関係課会議室 

 ⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７⑶イに同じ 

⑹ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 ⑺ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

   なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

 ⑻ 入札の無効 

   さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課   

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部危機管理課  

  電話 ０４８（８２９）１１２５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３６ 

⑽ 業務を担当する課 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課  

  電話 ０４８（８２９）１１２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

  要 

⑶ 議決の要否 

  否 

９ その他 

 ⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 ⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 ⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局危機管理部防災課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６２号 
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カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ（ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットシアンＣ１８０３、

ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットマゼンタＣ１８０３、ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットイエローＣ１８

０３）（単価契約）外１件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ（ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットシアンＣ１８

０３、ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットマゼンタＣ１８０３、ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットイ

エローＣ１８０３）（単価契約） 

イ カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ（ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットブラックＣ１

８０３）（単価契約） 

⑵ 納入場所 

さいたま市内各課所 

⑶ 予定数量 

ア １⑴アの物品 ３，１００本 

イ １⑴イの物品 ６００本 

⑷ 特質等 

入札説明書による。 

⑸ 納入期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」で登載され、

引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であ

ること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月４日（木）及び令和３年３月５日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
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⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、１箱当たりの金額を入札書に記

入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月１５日（月） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の

５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第

９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和３年３月１７日（水）午後２時０５分 

(イ) １⑴イの物品 令和３年３月１７日（水）午後２時１０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条及びさいたま市郵便入札執行要領第８条に該当する入札は無効と

する。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

電話 ０４８（８２９）１１０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
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落札者となった購入物品ごとに契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上

を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

１０ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６３号 

児童生徒用机（単価契約）外１件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア 児童生徒用机（単価契約） 

イ 児童生徒用椅子（単価契約） 

⑵ 納入場所 

 さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課及びさいたま市立各小・中・特別支援学校 

⑶ 予定数量 

 ア １⑴アの物品 ２，１００台 

 イ １⑴イの物品 ２，１００脚 

⑷ 特質等 

入札説明書による。 

⑸ 納入期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」で登載され、

本市内に本店を有し、かつ、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格

審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
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ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 
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⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月４日（木）及び令和３年３月５日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、１単位当たりの金額を入札書に

記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月１５日（月） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の

５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第

９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和３年３月１７日（水）午後２時３０分 

(イ) １⑴イの物品 令和３年３月１７日（水）午後２時４０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 
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さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 

   電話 ０４８（８２９）１６３５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上

を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

１０ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６４号 

再生コピー用紙（Ａ３）（単価契約）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

コピー用紙（Ａ３）（単価契約） 

⑵ 納入場所 

さいたま市内各課所、市内各学校及び市内保育園 

⑶ 数量・特質等 

ア 予定数量 １２，１４０箱（１８，２１０，０００枚） 

  イ 特質等 入札説明書による。 

⑷ 納入期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「紙製品」で登載され、本

市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有し、かつ、引き続き同営業種

目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
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３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月４日（木）及び令和３年３月５日（金）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 単価で行う。入札金額は、１箱当たりの金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月１５日（月） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１７日（水）午後３時２０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
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⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１０８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

１０ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６５号 

Ｔａｋａｒａ ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ ダイレクトＰＣＲ検出キット（単価契約）について、次の

とおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい

う。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

Ｔａｋａｒａ ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ ダイレクトＰＣＲ検出キット（単価契約） 

⑵ 納入場所 

さいたま市健康科学研究センター保健科学課 

⑶ 数量・特質等 
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ア 予定数量 ９６箱 

  イ 特質等 入札説明書による。 

⑷ 納入期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療品等」で登載

され、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）に基づく医薬品販売業の許可を受けていることを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
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認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月８日（月）及び令和３年３月９日（火）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 単価で行う。入札金額は、１箱当たりの金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月１６日（火） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、
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さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１８日（木）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階第１会議室

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局健康科学研究センター保健科学課

   電話 ０４８（８４０）２２５０ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２６７

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

１０ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６６号 

活性炭（単価契約）外３件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年２月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人
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１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

ア 活性炭（単価契約）

イ アンモニア水（単価契約）

ウ 重金属固定化剤（単価契約）

エ 苛性ソーダ（単価契約）

⑵ 納入場所

ア １⑴アの物品

さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部環境センター

イ １⑴イ及びウの物品

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

ウ １⑴エの物品

(ア) さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部環境センター

(イ) さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

(ウ) さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

(エ) さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市大宮南部浄化センター

(オ) さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市クリーンセンター西堀

⑶ 予定数量

ア １⑴アの物品 ４０，０００ｋｇ

イ １⑴イの物品 １６２，０００ｋｇ

ウ １⑴ウの物品 ８１，０００ｋｇ

エ １⑴エの物品 ３２２，０００ｋｇ

内訳 さいたま市西部環境センター ３０，０００ｋｇ

さいたま市東部環境センター ４０，０００ｋｇ

さいたま市クリーンセンター大崎 ５０，０００ｋｇ

さいたま市大宮南部浄化センター １３０，０００ｋｇ

さいたま市クリーンセンター西堀 ７２，０００ｋｇ

⑷ 特質等

入札説明書による。

⑸ 納入期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「工業薬品」で登載

され、本市内に本店を有し、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格

審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
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けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。

⑴ 交付場所
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３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年３月８日（月）及び令和３年３月９日（火）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。

イ 競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、購入物品１ｋｇ当たりの金額を

入札書に記載することとし、当該金額（単価）は、１円未満について、小数点以下第２位まで

とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月１６日（火）

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課

⑶ 入札保証金

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の

５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第

９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

(ア) １⑴アの物品 令和３年３月１８日（木）午前１０時４５分

(イ) １⑴イの物品 令和３年３月１８日（木）午前１１時００分

(ウ) １⑴ウの物品 令和３年３月１８日（木）午前１１時１５分

(エ) １⑴エの物品 令和３年３月１８日（木）午前１１時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階第１会議室

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条及びさいたま市郵便入札執行要領第８条に該当する入札は無効と

する。

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

⑻ 業務を担当する課

  ア １⑴アの物品

   さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市環境局施設部西部環境センター

   電話 ０４８（６２３）４１００ ＦＡＸ ０４８（６２２）５３５３

イ １⑴イ及び１⑴ウの物品

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎

電話 ０４８（８７８）０９８９ ＦＡＸ ０４８（８７８）０９５９

ウ １⑴エの物品

(ア) ７⑻アに同じ

(イ) さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６

(ウ) ７⑻イに同じ

(エ) さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市環境局施設部大宮南部浄化セン

ター

電話 ０４８（６４６）６０３０ ＦＡＸ ０４８（６４６）６０３３

(オ) さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市環境局施設部クリーンセンター西堀

電話 ０４８（８６２）５７２１ ＦＡＸ ０４８（８３８）５８１１

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札者となった購入物品ごとに契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上

を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ 特記事項

本件契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和３年４月１日に確定させる。

１０ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２７０号

さいたま市生活困窮者等家計改善支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市生活困窮者等家計改善支援業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「福祉サービス」の受注希望業務「その他の福祉サービス」又は

業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」若しくは「その他」で登載され、引き続き同業務で

令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 地方公共団体において、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱（平成２７年厚生労働省社会・

援護局長通知社援発０７２７第２号別紙）に基づく家計改善支援事業の実績を有している者であ

ること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 

担当 自立支援係 電話 ０４８（８２９）１８４６ 
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⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和３年３月２日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３

年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償  

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

 ３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

 令和３年３月４日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月８日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階東会議室 
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⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月８日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課

電話 ０４８（８２９）１８４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日までに確定させる。 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２７１号

さいたま市生活保護等就労支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 
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さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市生活保護等就労支援業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載さ

れ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であ

ること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去に、人口２０万人以上の地方公共団体において、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱

（平成２７年厚生労働省社会・援護局長通知社援発０７２７第２号別紙）に基づく被保護者就労

支援事業及び被保護者就労準備支援事業（一般事業）の事業実績を有している者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 

担当 自立支援係 電話 ０４８（８２９）１８４６ 

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和３年３月２日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３

年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償  
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４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

 ３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

 令和３年３月４日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時 

令和３年３月８日（月）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階東会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和３年３月８日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課

電話 ０４８（８２９）１８４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２５７号 

さいたま市立病院電子内視鏡等保守業務外３４件について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア さいたま市立病院電子内視鏡等保守業務 
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イ さいたま市立病院マルチディテクターＣＴ装置（ＳＯＭＡＴＯＭ ＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎＦ

ｌａｓｈ）保守業務 

ウ さいたま市立病院陽圧式人工呼吸器保守業務 

エ さいたま市立病院血管造影装置保守業務 

オ さいたま市立病院ＭＲＩ（ＭＲＴ－２００４／Ｎ４）保守業務 

カ さいたま市立病院多目的デジタルＸ線ＴＶシステム保守業務 

キ さいたま市立病院補助循環装置（ＩＡＢＰ）保守業務 

ク さいたま市立病院全身麻酔器（Ｃａｒｅｓｔａｔｉｏｎ６５０外）保守業務 

ケ さいたま市立病院小児用人工呼吸器（ベビーログ）保守業務 

コ さいたま市立病院多項目モニタ保守業務 

サ さいたま市立病院全自動血糖ＨｂＡ１ｃ測定装置保守業務 

シ さいたま市立病院全自動血液凝固測定装置保守業務 

ス さいたま市立病院採血管準備システム保守業務 

セ さいたま市立病院手術用患者監視装置保守業務 

ソ さいたま市立病院三次元放射線治療計画装置保守業務 

タ さいたま市立病院心臓カテーテル検査装置（ポリグラフ）保守業務 

チ さいたま市立病院除細動器外保守業務 

ツ さいたま市立病院患者監視モニタリングシステム保守業務 

テ さいたま市立病院ベッドサイドモニタ等保守業務 

ト さいたま市立病院搬送用人工呼吸器等保守業務 

ナ さいたま市立病院核医学診断装置（ＳＰＥＣＴ－ＣＴ）等保守業務 

ニ さいたま市立病院超音波診断装置保守業務 

ヌ さいたま市立病院保育器等保守業務 

ネ さいたま市立病院造影剤注入装置保守業務 

ノ さいたま市立病院新生児用人工呼吸器（ベビーログ）保守業務 

ハ さいたま市立病院全身麻酔器（ＫＭＡ－１３００外）保守業務 

ヒ さいたま市立病院血液ガス分析装置等保守業務 

フ さいたま市立病院手術支援ロボット対応手術台保守業務 

ヘ さいたま市立病院結石破砕装置保守業務 

ホ さいたま市立病院人工呼吸器（サーボベンチレータ）保守業務 

マ さいたま市立病院人工心肺装置保守業務 

ミ さいたま市立病院小児用人工呼吸器（インファントフロー）外保守業務 

ム さいたま市立病院眼科手術装置保守業務 

メ さいたま市立病院長尺撮影装置等保守業務 

モ さいたま市立病院一般撮影装置外保守業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 
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⑷ 履行期間 

ア １⑴ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、タ、チ、ツ、テ、ト、ナ、

ニ、ヌ、ネ、ノ、ハ、ヒ、ヘ、ホ、マ、ミ、ム及びメの業務 令和３年４月１日から令和４年

３月３１日まで 

イ １⑴ソ、フ及びモの業務 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」で登載され、

引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であるこ

と。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和３５年法律第１４５号）第４０条の２第１項に基づく医療機器修理業許可証を交付

されており、当該保守の修理区分の認定を受けている者 

イ 当該医療機器のメーカーとの間に代理店契約を締結している者 

⑺ 平成３０年４月１日以降に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回

以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する件名ごとの返信用封筒に９

４円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時００分 

(イ) １⑴イの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時０５分 

(ウ) １⑴ウの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時１０分 
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(エ) １⑴エの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時１５分 

(オ) １⑴オの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時２０分 

(カ) １⑴カの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時２５分 

(キ) １⑴キの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時３０分 

(ク) １⑴クの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時３５分 

(ケ) １⑴ケの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時４０分 

(コ) １⑴コの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時４５分 

(サ) １⑴サの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時５０分 

(シ) １⑴シの業務 令和３年３月１８日（木）午前９時５５分 

(ス) １⑴スの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時００分 

(セ) １⑴セの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時０５分 

(ソ) １⑴ソの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時１０分 

(タ) １⑴タの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時１５分 

(チ) １⑴チの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時２０分 

(ツ) １⑴ツの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時２５分 

(テ) １⑴テの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時３０分 

(ト) １⑴トの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時３５分 

(ナ) １⑴ナの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時４０分 

(ニ) １⑴ニの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時４５分 

(ヌ) １⑴ヌの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時５０分 

(ネ) １⑴ネの業務 令和３年３月１８日（木）午前１０時５５分 

(ノ) １⑴ノの業務 令和３年３月１８日（木）午前１１時００分 

(ハ) １⑴ハの業務 令和３年３月１８日（木）午前１１時０５分 

(ヒ) １⑴ヒの業務 令和３年３月１８日（木）午前１１時１０分 

(フ) １⑴フの業務 令和３年３月１８日（木）午前１１時１５分 

(ヘ) １⑴ヘの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時３０分 

(ホ) １⑴ホの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時３５分 

(マ) １⑴マの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時４０分 

(ミ) １⑴ミの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時４５分 

(ム) １⑴ムの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時５０分 

(メ) １⑴メの業務 令和３年３月１８日（木）午後１時５５分 

(モ) １⑴モの業務 令和３年３月１８日（木）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

⑶ 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

⑷ 提出書類 
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代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑸ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑹ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

⑺ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑻ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

７ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とす

る。 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 

令和３年３月１８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

⑵ 場所 

６⑵イに同じ 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引

かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１２ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 支払条件 
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履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。 

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１３ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和３年４月１日に確定させる。 

１４ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２５８号 

さいたま市立病院血液浄化装置賃貸借外１３件について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア さいたま市立病院血液浄化装置賃貸借 

イ さいたま市立病院血液ガス電解質分析装置賃貸借 

ウ さいたま市立病院睡眠時無呼吸検査装置賃貸借 

エ さいたま市立病院陽圧式人工呼吸器賃貸借 

オ さいたま市立病院局所陰圧閉鎖処理装置賃貸借 

カ さいたま市立病院手術機器賃貸借 

キ さいたま市立病院産着類賃貸借 

ク さいたま市立病院人工呼吸器（ＮＫＶ－３３０）賃貸借 

ケ さいたま市立病院在宅酸素療法酸素供給装置（新規患者分）賃貸借 

コ さいたま市立病院在宅従圧式陽圧人工呼吸器（新規患者分）賃貸借 

サ さいたま市立病院在宅超音波骨折治療器（アクセラス）賃貸借 

シ さいたま市立病院在宅パッチ式インスリンポンプ賃貸借 

ス さいたま市立病院在宅人工呼吸器スマートベンチレーター賃貸借 

セ さいたま市立病院電子複写機賃貸借 

⑵ 借入場所 

ア １⑴ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びセの賃貸借 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 
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イ １⑴ケ、コ、サ、シ及びスの賃貸借 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院又は患者宅 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

ア １⑴ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ及びスの賃貸借 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

イ １⑴セの賃貸借 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の次に掲げる営業種目で登載され、

引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であ

ること。 

ア １⑴ア、イ、ウ、エ、オ、カ、ク、ケ、コ、サ、シ及びスの賃貸借  

「医療機器レンタル等」 

イ １⑴キの賃貸借  

「寝具レンタル等」 

ウ １⑴セの賃貸借 

「ＯＡ機器リース等」 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ １⑴ア、イ、ウ、エ、オ、カ、ク、ケ、コ、サ、シ及びスの賃貸借については、本入札の告示

日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年

法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けている者であること。 

⑺ 平成３０年４月１日以降に、国又は地方公共団体と、当該機器又は物品と種類及び規模をほぼ
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同じくする賃貸借契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であ

ること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 
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⑴ 入札方法 

ア １⑴ア、イ、オ、ク、シ及びセの賃貸借 

競争入札に付する件名ごとに単価で行う。入札金額は、競争入札に付する件名ごとに次の(ア)か

ら(ウ)の額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

(ア) １⑴ア、ク及びシの賃貸借  

単価（月額）で、機器１台の賃借料１月当たりの額 

(イ) １⑴イの賃貸借 

単価（月額）で、機器１式の賃借料１月当たりの額 

(ウ) １⑴オの賃貸借 

単価（日額）で、機器１台の賃借料１日当たりの額 

(エ) １⑴セの賃貸借 

単価（月額）で、機器３台の賃借料１月当たりの額 

イ １⑴ウ、エ、カ、キ、ケ、コ、サ及びスの賃貸借 

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前９時３０分 

(イ) １⑴イの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前９時４０分 

(ウ) １⑴ウの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前９時５０分 

(エ) １⑴エの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時００分 

(オ) １⑴オの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時１０分 

(カ) １⑴カの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時２０分 

(キ) １⑴キの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分 

(ク) １⑴クの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時４０分 

(ケ) １⑴ケの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１０時５０分 

(コ) １⑴コの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１１時００分 

(サ) １⑴サの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１１時１０分 

(シ) １⑴シの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１１時２０分 

(ス) １⑴スの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１１時３０分 

(セ) １⑴セの賃貸借 令和３年３月１９日（金）午前１１時４０分 

イ 場所 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。単価で入札

を行うものについては、次のア及びイのとおり納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平

成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

ア 競争入札に付する件名ごとに見積もった金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分

の５以上を納付すること。 

イ 見積もった金額（日額）に日数及び台数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１９日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。契約金額が単価の

ものについては、次のア及びイのとおり納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の

規定に該当する場合は、免除とする。 

ア 落札者となった件名ごとに見積もった金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分の

１０以上を納付すること。 

イ 見積もった金額（日額）に日数及び台数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２５５号 

さいたま市立病院循環器画像・動画システム保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に

基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立病院循環器画像・動画システム保守業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は「電算」

の受注希望業務「システム保守」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争

入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑹ 本入札の告示日から過去２年以内に、日本国内にある５００床以上の病院、国（独立行政法人

を含む。）又は地方公共団体から種類及び規模をほぼ同じくする業務を２回以上受注した実績を有

する者であること。 

３ 入札説明書の交付 
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本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室 

担当 夏井 電話 ０４８（７６７）７１５７ 

 ⑵  交付期間 

告示の日から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵  交付日時 

令和３年３月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

令和３年３月１２日（金）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室  

電話 ０４８（７６７）７１５７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室及びホームページにおい

て閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６０号 

さいたま市４区役所保健センターファクシミリ賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に

基づき公告する。

令和３年２月１０日
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さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市４区役所保健センターファクシミリ賃貸借

⑵ 借入場所

ア さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ さいたま市大宮区役所保健センター 

イ さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ さいたま市見沼区役所保健センター 

ウ さいたま市南区別所７－２０－１ さいたま市南区役所保健センター 

エ さいたま市緑区中尾９７５－１ さいたま市緑区役所保健センター

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で

登載され、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をして

いる者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 

担当 管理係 電話 ０４８（８４０）２２０５

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年３月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ
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⑷ 交付費用 

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年３月８日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１２日（金）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階第一研修室Ａ

⑶ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と
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する。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

電話 ０４８（８４０）２２０５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２２８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所保健総務課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第２６１号 

さいたま市保健所・健康科学研究センター総合設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市保健所・健康科学研究センター総合設備管理業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所・健康科学研究センター 

⑶ 業務概要 
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仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で、かつ、「保守点検」又は「施

設運転管理」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の

申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 平成２７年度以降、次のいずれかの施設の設備機器等の維持管理業務を元請けとして１年以上

履行した実績を有する者であること。ただし、令和２年度の実績を掲げる場合においては１年以

上の委託契約を締結している者であること。 

なお、複合施設にあっては、当該研究施設部分又は病院施設部分が３，０００㎡以上であるこ

と。 

ア 主たる業務として、延べ床面積３，０００㎡以上の生物系又は化学系の実験、検査及び研究

を行う研究施設 

イ 手術室を有する延べ床面積３，０００㎡以上の病院施設 

⑸ 業務従事者として、次に掲げる全ての資格を有する者を当施設内に契約履行開始日から配置す

ることができる者であること。 

なお、１人が２つ以上の資格を有しているかは問わない。ただし、エについては２人以上を配

置すること。 

ア 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条に規定する電気主任技術者（第３種以上）  

イ ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）第９７条に規定するボイラ

ー技士（２級以上）  

ウ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２に規定する危険物取扱者 （乙種第４類又

は甲種）  

エ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則（昭和４６年大蔵省・厚生省・

農林省・通商産業省・運輸省令第３号）第１条に規定する公害防止管理者（大気関係）又は埼

玉県生活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）第１１６条に規定する公害防止主任
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者（大気関係） 

⑹ 当施設に設置されている中央監視装置と受託者の遠隔監視センター内の装置（以下「遠隔監視

装置」という。）を相互に接続するため、次の条件を満たす者であること。 

ア 中央監視装置として設置する「ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ＥＶ（ｍｏｄｅｌ ３０：管理点数３，

０００点登録）」との接続が適切に保証されている「ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ＥＶ（ｍｏｄｅｌ３

０以上）｣、｢ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ５０ＥＶ｣又は｢ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ８０ＥＶ｣のいずれか

の機種を遠隔監視装置として１か所の遠隔監視センター内に２台以上配置でき、相互にバック

アップを行うことが可能であること。 

イ 中央監視装置と遠隔監視装置を常時接続及び監視を行い、運転停止・設定及びスケジュール

変更等の一連の遠隔監視操作を行うことが可能であること。 

ウ 遠隔監視センターは、受託者の自社資産及び社員で管理運営され、２４時間３６５日の間、

迅速かつ的確に対応できる体制であること。 

エ 履行開始日までに、中央監視装置と支障なく接続及び監視ができる体制をとることができる

こと。 

⑺ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第６条第１項に規

定する建築物環境衛生管理技術者を選任できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者に対し、入札説明書等を交付するもの

とする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 

担当 管理係 電話 ０４８（８４０）２２０５ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年３月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－Ｒ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ

⑶ 受付場所 
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３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月４日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階第一研修室Ａ 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 

電話 ０４８（８４０）２２０５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２２８ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

８ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所保健総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２２７号 

さいたま市保育コンシェルジュ要員派遣業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和３年２月４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市保育コンシェルジュ要員派遣業務

⑵ 履行場所

仕様書のとおり

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 派遣期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載され、引き続き同

業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者
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イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 本入札の告示日において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第５条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者である

こと。

⑸ 平成２７年４月１日以降に、国又は地方公共団体と保育に関する相談や保護者対応を業務内容

に含む業務委託又は労働者派遣契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課 

担当 施設支援係 電話 ０４８（８２９）１８５９

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前１０時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時
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令和３年２月２６日（金）及び令和３年３月１日（月）午前１０時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価で行う。消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの金額を入札書に記載するこ

と。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。また、支

払金額は、落札価格に履行した業務数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）とする。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月３日（水）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階東会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じて得た額の１００分の５以上を納付すること。

ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場

合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月３日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課

電話 ０４８（８２９）１８５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

８ 特記事項 
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本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。 

９ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第２７４号 

さいたま市桜環境センターアルミプレス売却外５件について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

ア さいたま市桜環境センターアルミプレス売却

イ さいたま市東部環境センターアルミプレス売却

ウ さいたま市内民間中間処理施設アルミプレス売却

エ さいたま市桜環境センタースチールプレス売却

オ さいたま市東部環境センタースチールプレス売却

カ さいたま市内民間中間処理施設スチールプレス売却

⑵ 履行場所

ア １⑴ア及びエの売却 さいたま市桜区新開４－２－１ さいたま市桜環境センター

イ １⑴イ及びオの売却 さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

ウ １⑴ウ及びカの売却 さいたま市浦和区大原５－１２－１ 有限会社太盛リサイクルセンタ

ー

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

 令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「物品の修理及び不用品の買受」内の営業種目「不用品買受」

で登載され、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をし
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ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定及び更生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定及び再生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

⑹ アルミプレス又はスチールプレスの売却について、さいたま市又は過去３年間（平成３０年３

月２日から令和３年３月１日まで）に他市町村で実績を有する者であること。 

なお、実績とは、アルミプレス又はスチールプレスの売却に際し、さいたま市又は他市町村に

おいて入札又は見積合わせに参加したことをいう。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p040418.html

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年３月１日（月）まで 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

令和３年２月１７日（水）から令和３年３月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例
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（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時

まで） 

⑶ 受付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課 

担当 高木 電話 ０４８（８２９）１３３６ 

イ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

担当 日高 電話 ０４８（６８４）３８０２ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

令和３年３月１０日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに単価で行う。入札金額は、売却物品１ｋｇ当たりの金額を入札書

に記載することとし、当該金額は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落

札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に小数点以下第２位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの売却 令和３年３月１２日（金）午前１０時００分

(イ) １⑴イの売却 令和３年３月１２日（金）午前１０時２０分

(ウ) １⑴ウの売却 令和３年３月１２日（金）午前１０時４０分 

(エ) １⑴エの売却 令和３年３月１２日（金）午前１１時００分

(オ) １⑴オの売却 令和３年３月１２日（金）午前１１時２０分

(カ) １⑴カの売却 令和３年３月１２日（金）午前１１時４０分

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとの見積もった金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分

の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え最高

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 複数落札の禁止 

この告示に係る入札のうち、１⑴ア、イ及びウのアルミプレス売却は、一抜け方式とする。落

札者（契約者となる者）となった者は、その後行われる他のアルミプレス売却の入札への参加を

辞退するものとし、辞退届を提出すること。１⑴エ、オ及びカのスチールプレス売却においても

同様とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

ア １⑴ア、ウ、エ及びカの売却 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課 

電話 ０４８（８２９）１３３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

イ １⑴イ及びオの売却 

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６ 

⑼ 業務を担当する課 

ア １⑴ア及びエの売却 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

電話 ０４８（８２９）１３４３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

イ １⑴イ及びオの売却 

６⑻イに同じ 

ウ １⑴ウ及びカの売却 

６⑻アに同じ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとの契約金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分の１０以

上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 
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否 

８ その他 

⑴ 本契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第２４８号 

さいたま市見沼グリーンセンター管理清掃業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年２月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

  さいたま市見沼グリーンセンター管理清掃業務 

⑵ 履行場所 

  さいたま市北区見沼２－９４ 

⑶ 業務概要 

  仕様書のとおり 

 ⑷ 履行期間 

   令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「建物総合管理」

で登載され、本市内に本店を有し、かつ、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申

請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 



58 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

⑺ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第

２０号）第１２条の２第１項第１号の建築物清掃業又は同条同項第８号の建築物環境衛生総合管

理業の登録を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市北区見沼２－９４ さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター 

担当 管理係 電話 ０４８（６６４）５９１５ 

⑵ 交付期間 

令和３年２月１５日（月）から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５

時まで） 

⑶ 交付費用 

  無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
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令和３年３月２日（火）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

なお、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、

入札を辞退したものとみなす。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者は、令和３年３月４日（木）

までにさいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンターに入札参加資格の有無の再確認を求める

ことができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３１－０８０３ さいたま市北区見沼２－９４ さいたま市経済局農業政策部見沼グリ

ーンセンター 

⑶ 入札の日時及び場所 

 ア 日時 

   令和３年３月１１日（木）午前１０時３０分 

 イ 場所 

   さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１１日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑶イに同じ 

⑹ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑺ 落札者の決定方法 
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さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、当該入札参加者にくじを引か

せ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⑻ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者がした入札 

イ 入札者の記名押印若しくは記載すべき事項の記載のない入札又は記入事項若しくは印影の判

読できない入札 

ウ 記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札 

エ 同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

オ 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札 

カ 明らかに連合によると認められる入札 

キ 金額を訂正した入札書による入札 

ク 電報、電話、ファクシミリ及び持参された入札書による入札 

ケ 虚偽の一般競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札 

コ 最低制限価格に満たない入札 

サ 到達期限までに到達しなかった入札書による入札 

シ ７⑵及び入札説明書に規定した方法によらずに送付された入札書による入札 

⑼ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業政策課 

電話 ０４８（８２９）１３７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

⑽ 業務を担当する課 

   さいたま市北区見沼２－９４ さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター 

電話 ０４８（６６４）５９１５ ＦＡＸ ０４８（６５１）０９６２ 

８ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。入札

参加者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札

書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。 

⑵ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑶ その他 

ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

９ 契約手続等 
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⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１０ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

１１ 特記事項 

 本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において、令和３年４月１日に確定させる。 

１２ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター及びホームページにおいて

閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示２５２号 

さいたま市と畜場解体施設外維持管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年２月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市と畜場解体施設外維持管理業務

⑵ 履行場所

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
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⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「その他の保守点検」又は「施設運

転管理」の受注希望業務「その他の施設運転管理」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年

度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成２７年度以降、１年以上の期間において、食肉卸売市場・と畜場の設備機器等の維持管理

業務、かつ、汚水処理施設維持管理業務を元請けとして受託し確実に履行した実績を有する者又

は本業務委託を受託し確実に履行した実績を有する者であること。 

⑸ 業務従事者として、次に掲げる全ての資格を有する者を当該施設内に契約履行開始日から常時

配置（当該施設の業務日）することが可能な者であること。ただし、それぞれが別の資格を有し

ている者か、あるいは１人が複数の資格を有しているかは問わない。  

ア 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第４条に規定する第二種電気工事士  

イ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６１条に規定するボイラー取扱技能  

ウ 労働安全衛生法第１４条に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能  

エ 労働安全衛生法第６１条に規定するショベルローダー等運転技能 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場 

担当 施設係 電話 ０４８（６４４）２９２９ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類
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ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

 ア 受領期限

令和３年２月２６日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

  イ 送付先

〒３３０－０８４３ さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉

中央卸売市場

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年３月２日（火）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業

政策課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）午前１０時００分
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イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

⑺ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑻ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業政策課

電話 ０４８（８２９）１３７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

⑽ 業務を担当する課

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

電話 ０４８（６４４）２９２９ ＦＡＸ ０４８（６４４）２９２７ 

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

８ 支払条件

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。

９ 特記事項

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。

１０ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。
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⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第２５６号 

さいたま市浦和区役所保健センター設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市浦和区役所保健センター設備管理業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で登載され、本市内に本店を有

し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが
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なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

⑺ 平成３０年度以降、浦和区役所保健センターと同規模（延床面積５，５００㎡以上）の施設に

おける同業務を元請で年間契約し、完了実績を有する者であること。 

⑻ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第

２０号）第１２条の２第１項第８号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者

であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター 

担当 保健指導係 電話 ０４８（８２４）３９７１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月３日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
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郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者は、令和３年３月５日（金）

までに、さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センターに入札参加資格の有無の再確認を求めるこ

とができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所保健センター５階大会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所健康福祉部福祉課 

電話 ０４８（８２９）６１２１ ＦＡＸ ０４８（８２９）６２３８ 

 ⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター 
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電話 ０４８（８２４）３９７１ ＦＡＸ ０４８（８２５）７４０５ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

 ⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２３４号 

さいたま市議会公用車運転業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市議会公用車運転業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

さいたま市の議長車、副議長車及びその他の議会公用車の運転業務 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「運送・運行」の受注希望業務「観光バス運行」、「送迎バス運行」

又は「その他の運送・運行」で登載され、本市内に本店又は支社若しくは営業所等の拠点を有し、

かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者で

あること。 
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去３年以内に、国若しくは地方公共団体の特別職用公用車又は民間企業等の役員車で運行管

理業務を履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html 

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和３年２月１９日（金）まで 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

本入札の告示日から令和３年２月２２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

担当 秘書係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
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４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月２６日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、令和３年３月２日（火）午後４時までに、さい

たま市議会局総務部秘書課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午後１時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟２階第４委員会室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は

入札に参加できない。 

⑹ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑺ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑻ 入札の辞退 
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入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑼ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

８ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できな

い。 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１２ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

電話 ０４８（８２９）１７４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１３ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

１４ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

１５ 特記事項 

本入札に係る契約の効果は、令和３年度予算の成立を要件とする。 

１６ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市議会局総務部秘書課及びホームページにおいて閲覧できる。 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２３５号

さいたま市市議会だより配布業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年２月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市市議会だより配布業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市全域 

⑶ 配布部数 

予定数量２，５２８，４００部（６３２，１００部×４回） 

⑷ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑸ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「運送・運行」の受注希望業務「市報等配送・配付」で登載され、

本市内に本社又は支社若しくは営業所等の拠点を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度

さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 年度４回以上発行する印刷物を、その行政区域の全世帯（世帯数１５万世帯以上）に配布する

旨の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 
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⑴ 交付方法 

  さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html 

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和３年２月１９日（金）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

 本入札の告示日から令和３年２月２２日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

担当 広報係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月２６日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、令和３年３月２日（火）午後４時までに、さい

たま市議会局総務部秘書課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価で行う。入札金額は、配布件数１件当たりに要する金額を入札書に記載することとし、当

該金額（単価）は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
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⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午後１時４５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟２階第４委員会室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

⑹ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑺ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑻ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

⑼ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。  

８ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できな

い。 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
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１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１２ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

電話 ０４８（８２９）１７４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１３ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要  

⑶ 議決の要否 

否 

１４ 特記事項 

本入札に係る契約の効果は、令和３年度予算の成立を要件とする。 

１５ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市議会局総務部秘書課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２５９号 

さいたま市政務活動費の使途に関する調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市政務活動費の使途に関する調査業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
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本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「その他の検査・測定・調

査」又は業務「その他」の受注希望業務「法律事務等」で登載され、本市内に本店、支店又は営

業所等の拠点を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査

の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 過去３年以内に、地方公共団体の政務活動費の調査業務を履行した実績を有する者であること。 

⑺ 公認会計士、税理士又は弁護士のいずれかの者をもって業務を遂行できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html

⑵ 交付期間 

本入札の告示日から令和３年２月２４日（水）まで 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
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本入札の告示日から令和３年２月２５日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

担当 総務係 電話 ０４８（８２９）１７４７ 

 ⑷ 提出方法 

   持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月２日（火）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟２階第４委員会室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加する

ことができない。 
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⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否

否 

８ 特記事項 

この入札に係る契約の効果は、令和３年度予算の成立を要件とする。 

９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市議会局総務部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第２６７号

さいたま市立浦和南高等学校ＡＬ教室システム賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

令和３年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立浦和南高等学校ＡＬ教室システム賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市南区辻６－５－３１ 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 
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⑷ 借入期間 

令和３年５月１日から令和７年４月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で

登載され、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をして

いる者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年３月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
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⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年３月３日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 
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電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示

さいたま市水道局公告（調達）第３号 

次のとおり落札者等について公示します。

令和３年２月１５日

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明

「掲載事項」

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①３－１ ②⑴水道メーターの購入（その８） １０，３８０個（平型２０㎜） ⑵水道メーターの

購入（その９） １０，３８０個（平型２０㎜） ⑶水道メーターの購入（その１０） １０，３８

０個（平型２０㎜） ⑷水道メーターの購入（その１１） ２，４８０個（リモート式２０㎜） ⑸

水道メーターの購入（その１２） ３，６２０個（電子式２０㎜） ③さいたま市水道局業務部管財

課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和２年１２月１７日 ⑤⑴及び⑷愛知時計電機株式

会社大宮営業所 営業所長 岡田博之 さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斉藤ビル４階 ⑵東洋

計器株式会社北関東支店 支店長 赤羽誠 さいたま市北区宮原町４－２－２０ 第３益山ビル３階

⑶柏原計器工業株式会社千葉営業所 所長 鹿島康弘 千葉県市川市末広１－２－１０ ⑸アズビル

金門株式会社さいたま営業所 所長 石川智司 さいたま市中央区本町西４－１８－１ ⑥⑴２３，

８２９，３６６円 ⑵２３，８５２，６２０円 ⑶２３，６２４，２６０円 ⑷２２，７５１，５２

０円 ⑸２３，３３４，５２０円 ⑦一般競争入札 ⑧令和２年１１月２日さいたま市水道局公告（調
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達）第１８号 


